
・
個
別
相
談
会
（
当
日
受
付
も
で

　
き
ま
す
が
、
で
き
る
だ
け
事
前

　
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
）

▼
入
場
料
　
無
料

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
保
健
総
務
グ
ル
ー
プ
福
祉

　
班
（
☎
内
線
２
７
３
）
ま
た
は

　
県
南
保
健
所
（
☎
　
３
２
８
９
）

　
県
で
は
、
未
就
職
卒
業
生
を
正

規
雇
用
す
る
中
小
企
業
者
を
支
援

す
る
た
め
の
助
成
を
行
い
ま
す
。

▼
対
象
者
　
県
内
に
就
業
地
が
あ

　
り
、
今
春
高
校
を
卒
業
し
、
正

　
規
雇
用
さ
れ
な
か
っ
た
人
を
雇

　
用
し
た
中
小
企
業
者

▼
助
成
金
　
１
人
に
つ
き
15
万
円

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
県
雇
用
労
政

　
課
（
☎
０
９
５
―
８
９
５
―
２

　
７
１
１
）

　
県
で
は
、
不
妊
治
療
（
体
外
受

精
・
顕
微
授
精
）
に
か
か
る
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象
者
　
次
の
全
て
に
該
当
す

　
る
人

・
夫
婦
の
両
方
ま
た
は
ど
ち
ら
か

　
一
方
が
県
内
在
住
の
人

・
前
年
の
夫
婦
の
所
得
合
計
額
が

　
７
３
０
万
円
未
満
の
人

・
指
定
医
療
機
関
で
治
療
を
受
け

　
る
人

▼
補
助
額
　
１
回
の
治
療
に
つ
き

　
15
万
円
を
上
限
と
し
て
同
一
年

　
度
内
に
２
回
ま
で
（
通
算
５
年

　
間
を
限
度
と
し
ま
す
）

▼
申
請
方
法
　
県
南
保
健
所
に
備

　
え
付
け
の
申
請
書
類
に
必
要
な

　
書
類
を
添
え
て
提
出
し
て
く
だ

　
さ
い

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
　
県
南

　
保
健
所
（
☎
　
３
２
８
９
）

▼
と
　
き
　
10
月
３
日
（日）
　
13
時

　
30
分
か
ら
15
時
30
分
ま
で

▼
と
こ
ろ
　
県
南
保
健
所

▼
対
象
者
　
子
ど
も
が
欲
し
い
人

　
（
未
婚
者
ま
た
は
男
性
も
参
加

　
で
き
ま
す
）

▼
内
　
容

・
講
演
「
ま
だ
産
ま
な
い
と
思
っ

　
て
い
る
時
か
ら
、
も
う
産
め
な

　
く
な
る
ま
で
〜
不
妊
を
難
治
化

　
さ
せ
な
い
た
め
に
〜
」
（
岡
本

　
純
英
先
生
）

・
不
妊
に
悩
む
人
を
対
象
と
し
た

　
集
い

▼
入
場
料
　
無
料

▼
申
込
方
法
　
事
前
に
電
話
で
申

　
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

▼
申
込
期
限
　
９
月
17
日
（金）
ま
で

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
県
南
保
健
所（
☎
　
３
２
８
９
）

　
長
崎
地
方
裁
判
所
で
、
法
の
日

週
間
（
10
月
１
日
か
ら
10
月
７
日

ま
で
）
に
合
わ
せ
、
無
料
法
律
相

談
所
を
開
設
し
ま
す
。

▼
と
　
き
　
10
月
４
日
（月）
　
10
時

　
か
ら
16
時
ま
で
（
受
付
時
間
は

　
15
時
40
分
ま
で
）

▼
と
こ
ろ
　
メ
ル
カ
築
町
（
長
崎

　
市
築
町
）

▼
内
　
容
　
金
銭
、
土
地
・
建
物
、

　
労
務
、
夫
婦
、
親
子
、
相
続
、

　
登
記
、
人
権
問
題
な
ど
の
相
談

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
長
崎
地
方
裁

　
判
所
（
☎
０
９
５
―
８
０
４
―

　
４
１
１
４
）

　
平
成
23
年
７
月
24
日
以
降
、
こ

れ
ま
で
の
放
送
「
地
上
ア
ナ
ロ
グ

放
送
」
は
終
了
し
、
「
地
上
デ
ジ

タ
ル
放
送
」
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

　
現
在
、
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
を
使

用
し
て
い
る
人
は
、
そ
の
ま
ま
で

は
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
見
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
見
る
方
法
や

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
便
利
な
サ

ー
ビ
ス
な
ど
の
相
談
会
・
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
総
務
省
長
崎
県
テ

レ
ビ
受
信
者
支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎

０
９
５
―
８
１
１
―
３
２
８
０
）

へ
。

　
島
原
公
証
人
と
法
務
局
登
記
官
、

人
権
擁
護
員
が
困
り
ご
と
な
ど
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
と
　
き
　
10
月
２
日
（土）
　
10
時

　
か
ら
16
時
ま
で

▼
と
こ
ろ
　
森
岳
公
民
館

▼
内
　
容

・
公
証
人
…
遺
言
、
金
銭
問
題
、

　
土
地
家
屋
の
賃
貸
借
、
成
年
後

　
見
制
度
な
ど

・
法
務
局
登
記
官
…
相
続
登
記
、

　
境
界
問
題
、
そ
の
他
登
記
に
関

　
す
る
こ
と

・
人
権
擁
護
委
員
…
い
じ
め
、
虐

　
待
、
配
偶
者
・
恋
人
か
ら
の
暴

　
力
、
セ
ク
ハ
ラ
な
ど
子
ど
も
と

　
女
性
の
悩
み

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
法
務
局
島
原

　
支
局
（
☎
　
２
７
６
９
）

▼
と
　
き

・
９
月
６
日
（月）
か
ら
９
月
10
日
（金）

　
ま
で
　
８
時
30
分
か
ら
19
時
ま

　
で

・
９
月
11
日
（土）
、
12
日
（日）
　
10
時

　
か
ら
17
時
ま
で

▼
内
　
容
　
高
齢
者
・
障
が
い
者

　
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問

15　  平成22. 9.

未
就
職
卒
業
生
緊
急
雇
用

促
進
奨
励
金

高
齢
者
・
障
が
い
者
の
人
権

あ
ん
し
ん
相
談
所
の
開
設

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
受
信

相
談
会
・
説
明
会
の
開
催

講
演
会
の
開
催

無
料
法
律
相
談
所
の
開
設

困
り
ご
と
相
談
所
の
開
設

特
定
不
妊
治
療
費
の
助
成

場　所

有明公民館

相談会場

1階ロビー

説明会場

講 義 室

2 01号室

講　堂

1階ロビー

1階ロビー

森岳公民館

安中公民館

9月13日
9月14日

9月15日

9月17日

9月16日

・相談受付時間はいずれも10時から17時まで
・説明会の開催時間は13時から14時まで

日　　程


